
入札落札者の次回一抜け方式について 
 
 
① 木曽町が実施する建設工事の入札について、落札機会拡大の為、一抜け方式とする。 
 
② 建設工事について、次の４業種とする。 
・ 土木一式（水道施設を含む） 
・ 建築 
・ 管・その他 
・ 舗装 

 
③ 一抜け方式は、入札落札者が木曽町で行われる同一業種の次の入札が行われたとき

に該当する。 
また、指名されなかった場合についても、同一業種の入札が実施された場合、一抜

け方式が実施されたものとする。 
 
④ 入札予定情報をできる限り提供する。 
 
 

以上について、確認する。 
 
 

木曽町建設工事請負人選定委員会 
 


